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はじめに 

 

本町では、平成７年５月に「茨城町行政改革推進本部」を設置し、平成８

年３月に「茨城町行政改革大綱」を策定いたしました。その後、社会経済状

況の変化や地方分権を踏まえ、組織機構の見直しや定員管理の適正化、財政

の健全化等に取り組んでまいりました。平成３０年３月には、「茨城町第５次

行政改革大綱」を策定し、「住民サービスの向上」、「民間委託等の推進と業務

改革」、「持続可能な財政運営」の基本方針に基づき、大綱に掲げられた改革

の各目標に沿って取り組みを行い、指定管理者制度の導入や、下水道事業の

公営企業化など、一定の成果を上げてきました。 

しかしながら、少子高齢化・人口減少のさらなる進行に伴う財政環境がよ

り一層厳しくなることが見込まれ、将来的には町全体の活力低下が懸念され

るなど、予断を許さない状況が続いています。 

  このような状況を踏まえ、これまでの計画を継承・発展させるため、前計

画の基本方針を引き継ぎつつ、行政のデジタル化にも対応した「茨城町第６

次行政改革大綱」を策定いたしました。 

  今後は、本大綱に基づき、質の高い住民サービスの提供や持続可能な行財

政運営を図るため、職員一丸となって取り組んでまいります。 

  結びに、本大綱の策定にあたり、熱心にご審議いただきました行政改革推

進審議会の委員各位をはじめ、関係各位に対し、心から感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

茨城町長 小 林 宣 夫 
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１ 行政改革の取組成果 

  本町では、平成８年３月に「茨城町行政改革大綱」を策定して以来、５次にわた

る大綱を策定し、多種多様な事業の見直し、学校給食共同調理場調理部門の民間委

託や幼稚園の再編、職員給与の適正化等、積極的な行政改革を推進し、多くの成果

を上げてきました。 

現在の「茨城町第５次行政改革大綱」は、「住民サービスの向上」、「民間委託等

の推進と業務改革」、「持続可能な財政運営」を基本方針とし、質の高い行政サービ

スの実現に向けて、継続的に行政改革を推進しているところです。 

 

【これまでの経過】 

□平成 ７年 ５月 茨城町行政改革推進本部設置 

□平成 ７年１０月 茨城町行政改革推進審議会設置 

□平成 ８年 ３月 茨城町行政改革大綱策定 

□平成１６年 ３月 茨城町行政改革大綱（改訂版）策定 

□平成１８年 ３月 茨城町集中改革プラン策定 

□平成２１年 ３月 茨城町第３次行政改革大綱・実施計画策定 

□平成２６年 ６月 茨城町第４次行政改革大綱・実施計画策定 

□平成３１年 ３月 茨城町第５次行政改革大綱・実施計画策定 

 

【第５次行政改革大綱における取組成果】 

       令和４年度末現在 

推進項目 目標項目 目標及び実績 

各種証明書の発行窓口の統

合 

各種証明書発行窓口の統

合 

目標 導入検討 

実績 検討終了 

行政課題に的確に対応でき

る人材の育成 
各種研修の開催  

目標 12回 

実績 13回 

ふるさと元気づくり推進事

業の推進 
同事業の実施団体数 

目標 27団体 

実績 26団体 
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防災力の向上 

災害時情報メールの登録

者数 

目標 2,000人 

実績 2,101人 

自主防災組織数 
目標 56団体 

実績 54団体 

情報発信・魅力発信の強化 

HPアクセス件数 
目標 1,800,000件 

実績 1,846,173件 

いば３ふるさとサポータ

ーズクラブの会員数 

目標 1,000人 

実績 965人 

電子申請の利用率向上 
いばらき電子申請・届出サ

ービスの利用件数 

目標 1,000件 

実績 1,116件 

町立図書館への指定管理者

制度の導入検討 

町立図書館への指定管理

者制度の導入 

目標 導入検討 

実績 検討終了 

町営斎場「いばらき聖苑」

の管理運営方法の検討 

町営斎場「いばらき聖苑」

の管理運営方法の検討 

目標 導入検討 

実績 実施 

民間活力導入の推進 民間活力導入の推進 
目標 調査研究 

実績 調査研究 

文書管理及び事務決裁の電

子化の検討 

文書管理及び事務決裁の

電子化検討 

目標 導入検討 

実績 検討 

各種団体等の見直しの検討 
各種団体等の見直しの検

討 

目標 導入検討 

実績 実施 

手数料・使用料の見直しの

検討 

手数料・使用料の見直しの

検討 

目標 導入検討 

実績 実施 

健全な財政運営の推進 将来負担比率の改善 
目標 67.20％ 

実績 8.10％ 

安定的な歳入の確保 
町税収納率 

現年分（％）（国保税除く） 

目標 99.3％ 

実績 99.1％ 

公共下水道事業・農業集落

排水事業の公営企業化 

公共下水道事業・農業集落

排水事業の公営企業化 

目標 実施 

実績 実施 

 

 ２ 今後における必要性 

   今後、人口減少や少子高齢化の急速な進行により、地方経済が縮小し、税収が

減少する一方で、社会保障関連経費等の支出が増大し、行政運営はより厳しい状

況に陥ることが懸念されています。 
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さらには、急速にすすむ社会のデジタル化や、新型コロナウイルス感染症のま

ん延のような劇的な社会変化への対応等、持続可能で発展的なまちづくりを進め

ていくためには、常に時代の変化に対応していく必要があります。 

  このような状況の中、茨城町第６次総合計画における基本理念「住むことを誇

れるまちづくり」、「人が行き交うまちづくり」、「協働のまちづくり」の実現のた

め、行財政運営全般において継続的な検証・評価を実施し、限られた経営資源の

有効活用を図り、行政改革を継続し実施していく必要があります。 

 

（１）本町の財政状況と今後の見通し 

令和４年度における一般会計の決算額は、歳入が１３６億６百万円に対して、

歳出が１２８億１千５百万円となり、歳入から歳出を差し引いた形式収支は、７

億９千１百万円の黒字となりました。 

黒字となった主な要因として、歳入面では、普通交付税や国庫支出金等が大幅

減となりましたが、歳出面において、物価高騰等厳しい財政状況を踏まえて、施

策の選択と集中に努めてきたことが挙げられます。 

財政構造の弾力性を表す経常収支比率は84.8％で、「茨城町第６次総合計画」

の目標値を上回っているものの、自主財源比率は38.6％に留まっています。 

また、令和６年度の歳入については、町税収入、地方交付税等とも微増を見込

んでおりますが、歳出においては、社会保障関係経費が増加するとともに、物価

高騰に伴う委託料や工事費等の増加が見込まれます。さらに、令和７年度以降も

新たな文化的施設関連事業等の大規模プロジェクトや、広域し尿処理場等公共施

設の更新や修繕を控えており、一層の歳出削減が求められます。 

今後の財政運営に当たっては、町債発行額の抑制、将来を見据えた財政調整基

金等の適正規模の確保や自主財源の積極的確保、施策や事業の重点的かつ効果的

な実施等、経営感覚を持った予算の重点化が極めて重要となります。 

 

（２）対応すべき時代の流れ 

①加速する少子高齢化・人口減少 

全国の地方公共団体において、人口減少・少子高齢化の進行による地域経済や

財政の縮小等により、今後ますます厳しい財政状況が続いていくことが予想され

ております。 

本町においても少子化・人口減少の流れは加速しており、「茨城町人口ビジョン

（令和２年３月改訂版）」では、茨城町における２０６０年の目標人口を２５，１

８９人としています。 

こうした情勢のなか、人的資源と財源の確保及び業務の効率化に努め、持続可

能な行政運営を維持していくことが求められます。 
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  ※将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所（H30推計） 

 

②求められる地方の自立と住民の参画・協働 

国から地方への地方分権改革が進められる中、地方自治体には、地域における

多様な人的資源を生かしながら、自らの権限と財源によって、独自の施策を展開

していくことが、これまで以上に強く求められます。 

このため、本町においても、様々な分野で住民との協働を推進するとともに、

行財政運営のさらなる効率化を進め、将来にわたって自立・持続可能な経営体制

を確立していく必要があります。 

 

③デジタル化の推進 

情報通信技術は進化を続け、国においてもデジタル庁の発足や「令和版デジタ

ル行財政改革」により、デジタル技術を活用した行政の効率化を図る等、新たな

社会を迎えています。 

地方自治体には、自らが担う行政サービスについて、デジタル技術を活用して、

住民の利便性を向上させるとともに、業務効率化を図り、人的資源を行政サービ

スのさらなる向上につなげていくことが求められています。 

本町においても、情報化・デジタル化をこれからのまちづくりに欠かせない社

会基盤の一つとしてとらえ、積極的に取り組んでいく必要があります。 

 

  

年 ２０２０年 ２０３０年 ２０４０年 ２０５０年 ２０６０年 

人口ビジョン 

目標人口 
３１，４０１ ３０，５８９ ２８，６９１ ２６，８００ ２５，１８９ 

将来推計人口 ３１，４０１ ２７，９６８ ２４，０４９ ２０，５７６ １８，０２３ 

（参考）茨城町人口ビジョン目標人口（令和２年改訂）       単位：人 
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第２章 行政改革の基本方針 

 

１ 基 本 目 標 

これまでの行政改革において、事務事業の見直しや民間委託の推進、職員の定 

員管理及び給与の適正化等、コスト縮減や事業の見直しを中心とした量的な削減 

については、一定の成果を上げてきました。 

今後は、様々な行政需要に対応するため、住民サービスの向上と協働の推進、 

デジタル技術を活用した業務の効率化と民間委託の推進、持続可能な財政運営を 

柱とした、さらなる行政改革を計画的に推進します。 

 

２ 推 進 項 目 

①住民サービスの向上と協働の推進 

  住民の利便性向上を図るため、デジタル技術を活用する等利用者の視点に立っ

た住民サービスの推進を図るとともに、協働の推進による地域コミュニティの活

性化に取り組みます。 

 

②デジタル化による業務の効率化と民間委託の推進 

  住民サービスの向上に資するため、デジタル技術の活用等により業務の効率化

を図るとともに、引き続き民間委託を推進しつつ、前計画において導入した指定

管理者制度の検証を行います。 

 

③持続可能な財政運営 

   持続可能な財政運営と健全な財政構造の確立のため、財源の安定的な確保と予

算の重点的・効果的な配分を行います。 

   また、全体的かつ長期的な視点から、公共施設の計画的な維持管理を図ります。 

 

３ 推 進 期 間  

   本大綱に基づく行政改革の推進期間は、令和６年度から令和１０年度までの５

年間とします。 
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４ 推 進 体 制  

   行政改革の推進に当たっては、町長を本部長とする茨城町行政改革推進本部が

中心となり、すべての職員が自らの問題と捉え、全庁的な体制による見直しや改

革に取り組みます。 

 

５ 進 捗 管 理  

   本大綱の進捗状況については、茨城町行政改革推進審議会に毎年報告し、助言

や提言をいただき計画に反映します。また、町ホームページ等により、進捗状況

を公表します。 

   なお、本大綱の計画期間中に、社会情勢の変化や町の施策により新たに取り組

むべき課題が生じた際には、随時見直しを行います。 
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第３章 第６次行政改革大綱 体系図 
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推進項目  推進内容 

１住民サー

ビ ス の 向

上 と 協 働

の推進 

⇒ 

  

 

⇒ 

 

 

⇒ 

効率的な組織体制の整備、計画的な職員採用及び人材育成の 

実施 

デジタル化による 

住民サービスの向上 

①電子申請の利用可能手続拡大 

②書かない窓口の導入検討 

各種証明書コンビニ交付サービスの普及拡大 

ふるさと元気づくり推進事業の推進 

自主防災組織の拡充 

新たな文化的施設の整備による地域の賑わい創出 

    

２デジタル

化 に よ る

業 務 の 効

率 化 と 民

間 委 託 の

推進 

⇒ 

 

 

⇒ 

 

 

⇒ 

 

デジタル化による業務の 

効率化 

①茨城町ＤＸ推進計画の推進 

②文書管理及び事務決裁の電子

化の検討 

効率的な投票区の配置 

民間活力導入の推進 

指定管理者制度導入後の検証 

学校給食費徴収業務の公会計化検討 

   

３持続可能

な 財 政 運

営 

⇒ 

 

 

⇒ 

 

 

⇒ 

事務事業の見直しによる

財政運営の健全化 

①事務事業の評価・検討 

②将来負担比率の確認 

安定的な歳入の確保 

 適正な受益者負担の維持 

 汚水処理の広域化 
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１ 諮 問 書 

 

茨 町 総 第 １ ２ １ 号 

令和５年１１月７日 

茨城町行政改革推進審議会会長 様 

 

茨城町長 小林 宣夫 

 

 

茨城町第６次行政改革大綱及び実施計画の策定について（諮問） 

 

 

茨城町第６次行政改革大綱の策定にあたり、茨城町行政改革推進審議会規程第２条

の規定に基づき諮問します。 

 

諮 問 理 由 

 

平成３１年３月に策定した、第５次行政改革大綱の推進期間が令和５年度をもって

終了するため、令和６年度から令和１０年度までの５年間において新たに取り組むべ

き第６次行政改革大綱について、意見を求めます。 
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２ 答 申 書 

令和６年３月４日 

茨城町長 小林 宣夫 様 

 

茨城町行政改革推進審議会  

 会 長  寺 山  勝 衛   

 

茨城町第６次行政改革大綱及び実施計画の策定について（答申） 

 

令和５年１１月７日付け茨町総第１２１号で諮問のありました、茨城町第６次行政

改革大綱及び実施計画の策定について、本審議会を開催し審議した結果、適当である

と答申します。 

なお、下記のとおり、３つの推進項目に関する当審議会の意見を提起しますので、

十分配慮のうえ、積極的に行政改革を推進されるよう要望します。 

 

記 

 

 茨城町第６次行政改革大綱及び実施計画について 

 １ 推進項目① 住民サービスの向上と協働の推進について 

  （１）各手続きの電子化は必要ではありますが、デジタルに不慣れな方への配慮

を忘れないでいただきたい。 

  （２）協働の推進については、町からの一方通行にならないよう、住民とのコミ

ュニケーションに努めていただきたい。 

 

 ２ 推進項目② デジタル化による業務の効率化と民間委託の推進について 

  （１）デジタル化による業務の効率化に伴い、扱う情報量も増えていくことと思

われます。個人情報の取扱いには十分ご注意いただきたい。 

  （２）民間委託等に関しては、コスト削減を第一に考えた安易な導入はせず、住

民にどのような影響を及ぼすかをよく検討したうえで進めていただきたい。 

 

 ３ 推進項目③ 持続可能な財政運営について 

  （１）厳しい財政状況の中ではありますが、町の発展に必要な事業に対しては、

十分な投資をしていただきたい。 

  （２）汚水処理の広域化のように、将来のコストを意識した公共施設の管理運営

に努めていただきたい。 
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３ 茨城町行政改革推進審議会規程 

 

茨城町行政改革推進審議会規程 

平成７年１０月２５日 

規程第４号 

（設置） 

第１条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現を推進するため、茨

城町行政改革推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じて、茨城町の行政改革の推進に関する重要事項を

調査審議する。 

２ 審議会は、行政改革推進本部（以下「本部」という。）から、行政改革大綱の推進

状況について定期的に報告を受ける。 

３ 審議会は、本部に対し、行政改革大綱の推進について必要な助言を行う。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、住民の代表者等から町長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の３月末日までと

し、再任を妨げない。ただし、任期途中の交代により新たに委員となった者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会長は、審議会の議長となる。 

３ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 
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（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、総務部総務課において行う。 

（補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成７年１０月２５日から施行する。 

２ 茨城町行財政改革審議委員会規程（昭和６０年茨城町規程第１号）は、廃止する。 

附 則（平成１４年規程第８号） 

この規程は、平成１４年５月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規程第１号） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第４条にただし書きを加える

改正規定は、公布の日から施行する。 
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４ 茨城町行政改革推進審議会委員名簿 

 

茨城町行政改革推進審議会委員名簿 

（順不同・敬称略） 

氏 名 役 職 等 備 考 

寺 山 勝 衛 社会教育委員議長 会 長 

坂 場 道 子 学識経験者 副会長 

澤  秀 雄 

茨城町議会議長 

（R5.12.20まで） 

山 西 正 樹 （R5.12.21から） 

石 川 祐 一 茨城町議会総務・経済建

設常任委員会委員長 

（R5.12.20まで） 

大 場 八千代 （R5.12.21から） 

海老澤 貞 雄 区長会会長  

海老澤 信 子 女性会連絡協議会会長  

園 部 芳 一 学識経験者  

藤 枝 一 行 学識経験者  

別 所 惠 子 学識経験者  

木 村  栄 学識経験者  

 


